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○ 新条例の体系（新旧対照表）

公害防止条例（改正後） 生活環境保全条例 （現行）

総則 総則１章 １章拡充

通則 通則１節 充実 １節

（ 工 場 等 の 設 置 に つ い て の 規 制 そ の 他（生活環境の保全等に関する規制）の観点

の公害の防止）の観点

（環境への負荷の低減）の観点新規

新規（米軍基地環境問題への取組）の明記

県、事業者及び県民 整理 事業者の責務２節 ２節
の責務等

（県の責務）拡充

県及び市町村等の責務（米軍基地環境問題への取組）新規 ３節

（市町村の責務）削除

（事業者の責務）整理

（県民の責務）整理

（県、県民等の連携協力）新規

公害の防止に関する施策２章

（削除）

環 境 基 本 条 例 （ 12 ４ ） に お （環境上の基準）・ 平 成 年 月 施 行

（地域開発等における公害の防止）いて関連規定整備

（ ）公害の防止に関する施設の整備等の推進

（調査、研究及び技術開発等）
（監視義務）
（公害の状況及び違反者の公表）
（知識の普及等）
（苦情処理体制の整備）
（紛争処理）
（中小企業者に対する助成等）
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（改正後） （現行）

公害の発生源の規制２章 生活環境の保全等に関する規制等 拡充 ３章

大気の保全に関する 整理 規制基準１節 １節
規制

（規制基準）

１ ばい煙に係る規制基準１ばい煙に関する規制 整理
２ 粉じんに係る規制基準

３ 排出水に係る規制基準

４ 騒音に係る規制基準

(規 制 基 準 を 適 用 す る 地 域 )２粉じんに関する規制 整理
５ 悪臭に係る規制基準

※ 特定工場、特定施設ともに適用

水質の保全に関する 整理２節
規制

工場等２節

整理１排出水に関する規制

《特定工場》

：産業分類、排水量、燃料使用量に着眼

し、工場又は事業場単位での規制実施

赤土 等の 流出による （規制基準の遵守）２ 整理
水質汚濁の防止 （特定工場の設置等の許可等）

（実施の制限）

（氏名の変更等の届出等）（赤土等の流出による水質汚濁の防止）整理

（改善命令等）

※ 県 赤 土 等 流 出 防 止 条 例 に よ （ ）許可の取消し

る 規 制実 施を 行 っ て いる 旨 規 （ ）操業停止命令等

定し、二重規制を避ける整理 （事故時の措置）

（測定の義務等）

（公害防止責任者）

（ ）表示板の掲示

３節 新規土壌の汚染防止に関
《特定施設》する措置
：施設毎（種類別）での規制実施

（規制基準の遵守）

特定有 害物 質等の管理 （特定施設の設置等の届出）新規
状況に関する点検 （ ）計画変更命令

（実施の制限）

（氏名の変更等の届出等）

土壌基 準に 適合しない （改善命令等）

土壌の 特定 有害物質に （事故時の措置）新 規
よる汚染の届出等 （測定の義務等）

（公害防止責任者）

※ 特 定 工 場 の 設 置 等 の 許 可 制 度 を 廃 止 、 ば ※ 規制手法がほぼ同じ（特定工場

）い煙発生施設等の設置等の届出制度に統一 としての規制実施の意義が乏しい
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（改正後） （現行）

新規３章 環境への負荷の低減

新規１ 節 環 境 へ の 負 荷 の 低 減 の

ための行動指針

新規環 境 負 荷 低 の た め

の行動指針

新規環 境 負 荷 低 減 計 画

の作成等

事業活動及び日常生２節
新規活に伴 う環境への負

荷の低減

新規１事業 活動 に伴う排水

対策の推進

新規２生活排水対策の推進

自動車及び赤土等３自動 車の 運行に伴う ３節
拡充環 境 へ の 負 荷 の 低

減 （自動車排出ガスの排出等の防止義務）

（赤土等の流出防止義務）（廃止：別途条例による規制実施）

（ 6 10 ）赤土等流出防止条例 平 成 年 月公布

：平成７年10月施行
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（改正後） （現行）

補則 雑則４章 ４章拡充

（公害の防止に関する勧告）整理 （規制基準の定めのない公害の措置）

（公害防止担当者）整理

（報告及び検査）整理 （立入検査等）
（報告の徴収）

（市町村の条例との関係）新規

（規則への委任） （規則への委任）

罰則 罰則５章 ５章強化

（直罰規定）強化 （直罰規定）

「１年以下の懲役又は 100万円以下 「２年以下の懲役又は10万円以下の罰金」

の罰金」

～ ～

「 10万円以下の罰金」 「３万円以下の罰金」

（過失の場合の罰則）新規

両罰規定 両罰規定

（軽微な条例違反の罰則）過料新規

・大気汚染防止法等関係法律に基
づく罰則に準拠

附 則

（施行期日）
平成21年 10月１日施行

周知期間の設定

（経過措置）
施行前の行為に対する罰則適用関係

：従前の例

その他


